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第Ⅲ部 案件形成調査事業における環境社会配慮 
１．基本的な考え方 

（１） 前提 

・第Ⅲ部において示される環境社会配慮は、経済産業省から受託の「地球環境・プラ 

ント活性化事業等調査【、

段階で行われる調査において必要とされる環境社会調査項目の幅広い洗い出しを

行い、その結果を報告書に明確に記述することである。 

・案件形成調査における環境社会配慮ガイドラインの目的は、対外的な透明性を保ち

つつ、調査における環境社会配慮の実施およびジェトロによるその確認を適切に確

保することである。 

・委託調査であるため、以下の個別項目の適用については、委託元の意向も踏まえ対

応する。 

 

（２） 基本方針 
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